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知事記者会見（平成２４年１１月６日）

●知事発表

（１）秋田県とダイドードリンコ株式会社との連携と協力に関す

る協定について

（２）ロシア・ウラジオストク市、韓国・ソウル市への訪問につ

いて

（３）秋田公立美術大学の不認可について

時間：１２：５７～１３：２９

場所：プレゼン室
--------------------------------------------------------------------------------
（幹事社）

今日は、知事のご都合で１時半までしか時間が取れないようなので、その点、知事も皆

様もご協力よろしくお願いします。

まず、知事からの発表事項の説明をお願い致します。

--------------------------------------------------------------------------------
（知 事）

今日、二時から市町村との協働政策会議がございまして、その前にもちょっと重要なニ

ュースが、それは二時を過ぎれば皆さん方にも入りますので、別にあの、いいって言うか、

楽しい話しの方ですから、大変盛りだくさんでございますので、手短にと言いますけれど

も、まずは、皇太子殿下の本県御訪問・行啓につきましては、皆様方に大変なご歓迎をい

ただきました。特に、皇太子殿下におかれましては、「（第１３５回秋田県）種苗交換会」、

あるいは「あきた総合支援エリアかがやきの丘」で、大変ご丁寧に県民の皆さんと接して

いただきまして、本当に有り難く思っております。

今年２回目のご訪問でございました。本当にこの場をお借り致しまして、県民の皆様の

様々なご配慮に感謝申し上げますとともに、皇太子殿下におかれましては、再来年の国民

文化祭に是非おいでをいただきたいと願っております。

もう一つは、高階秀爾氏の文化勲章受章でございます。秋田県のご出身ではございませ

んが、この方は、戦時中疎開で大仙市大曲に疎開をしていらっしゃいました。そして高校

は、ちょうど私の母校でもございます角館高校に在学、新生２期であります。私は新生１

８期でありますので、１６年ご先輩でございます。この間、角館を中心とした様々な美術

活動に対してご協力をいただいております。また、いわゆる横手の近代美術館のオープン、

あるいは来年本オープン予定の新しい新県立美術館の整備についても様々にご指導をいた

だいている方でございます。お元気な方でいらっしゃいまして、度々秋田にもおいでいた

だいております。この文化勲章の受章について、県民とともにお慶び申し上げたいと存じ

ますし、また、本県の文化学術の振興にこれからも寄与していただくことを願うものであ
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ります。

もう一つも、これ大変嬉しい話題でございます。五十嵐俊幸選手がＷＢＣ世界フライ級

戦の王座初防衛戦、いわゆる県民栄誉賞を、これを表彰させていただいた直後でありまし

て、何とか勝って欲しいと思っておりました。大変接戦でございましたけども、初防衛と

いうことで大変喜んでおります。これからも、それこそ防衛を続けていただきたいなと思

っております。

スポーツの方、大変いい話題がございます。また、ノーザンハピネッツが６連勝、これ

もこのままいって、とにかく来年、有明へと目指すということで、何とかですね、いい話

が出ておりますので、いろんな面で勢いをつけて戦って欲しいなと思っております。

秋田公立美術大学については、最後にお話申し上げます。

あと２件、これはあの、ここに資料ございます。

一つは、秋田県とダイドードリンコ株式会社との連携と協力に関する協定の締結でござ

います。明日、県とダイドードリンコ株式会社との連携と協力に関する協定を締結し、記

者会見を行うことになっています。

この協定の目的は、災害時の県民生活の安全・安心の確保及び県民サービスの向上が主

なものでございます。協定の内容は、災害救援機能付き自動販売機の設置に関すること、

災害時における飲料の供給に関すること、デジタルサイネージ、電子看板による災害情報

・県政情報及び観光情報等の発信に関すること、これは自動販売機に電子看板が付きます

ので、これで様々な情報を流してもらう。これは全国ネットワークなっておりますので、

全国への観光情報もこれでできるということになります。その他いろんな情報を流せます。

また、県民サービスの向上や地域社会の活性化に関すること、秋田の祭りなどの大きな祭

りに対する様々な全国への情報発信にもご尽力をいただいている会社でございます。都道

府県と協定を締結するのは県としては初めてです。自治体としては岩手県の野田村、政令

指定都市の川崎市、横須賀市がございます。当面この自販機の設置場所は、１階の県民ホ

ールにデジタルサイネージ付きの自動販売機を設置いたします。第２庁舎のバルコニーに

自動販売機、１階エレベーター１号機の向かいに、分離型のデジタルサイネージを設置い

たします。いずれにしても、いろんなことで民間と組みながら様々な県の施策の広報、あ

るいは災害時の情報発信、あるいは飲料の提供に関することについてご協力をいただくと

いうことでございます。

もう一つが、この土曜日から１５日まで、１０日から１５日までロシア・ウラジオスト

ク（市）及び韓国・ソウル市へ県の訪問団ということで行ってまいります。訪問団の総勢

は２２名、私が団長ということであります。主なメンバーは、秋田市からは石井副市長、

秋田商工会議所からは三浦副会頭ほか、民間企業の代表でございます。

ロシア訪問の目的は、大きく２つございます。第１点は、沿海地方政府のミクルシェフ

スキー知事、ダルキン知事がかわりましたので、新しい知事と会談いたしまして、平成２

２年に交わした友好協定の継続性の確認、また、今後の両地域の互恵的な関係構築につい

て協議することになっております。

第２点は、両地域の貿易拡大を狙った事業を実施することでございます。総領事公邸に

おきます秋田レセプションの開催、秋田の食を売り込む事業のほか、貿易企業懇談会では

秋田・沿海州コンテナ航路の利用促進など、ロシア企業に対して秋田港のＰＲをしてまい
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ります。

また、秋田商工会議所と沿海地方商工会議所の経済交流に関する覚書調印に立ち会うこと

にいたしております。

韓国訪問では、大韓航空の本社を訪問して、秋田・ソウル便の継続運航、利便性の向上

について要望いたします。

また、秋田港に寄港している船会社４社を訪問し、今後の航路の維持、さらなる拡充に

ついて協議をしてまいります。

いずれロシアについては、ＡＰＥＣ終了までは、ほとんどそれ以外のことについては対

応がなかなかできない状態でありまして、ＡＰＥＣが終了いたしましたので、これらの動

きが出てきております。また、ご承知のとおり最近の情報では、ＡＰＥＣ終了後、いわゆ

るシベリア鉄道の活用についても、かなり大幅に門戸を開くという形の声明も出されてお

りまして、いよいよＡＰＥＣ終了後、様々な形でシベリアが動くということであります。

また、トヨタ自動車の組立工場も今できておりまして、そういうところも一部見学をコ

ースに入れております。

ということで、最後に秋田公立美術大学の件でお話を申し上げます。

この件につきましては、基本的に従前から県にもいろいろ相談ございまして、今後この

新設となった場合につきまして、県立大学との様々な形での連携、あるいは国際教養大学

も含めて連携をしながらということで具体的な協議を続けてきたところでございます。

また、県としても秋田の文化ルネサンス宣言を行った県でございます。今後、秋田の文

化芸術、あるいは様々な形での県民文化の向上に、この大学が資するところが大きいとい

うことで、様々な形でご協力申し上げてまいったわけであります。

また、既に現在の段階でも委託をしてございますが、伝統工芸を中心とするデザインセ

ンター機能のような形でのそういうものについても期待をいたしておりまして、既にこれ

は一定の委託のような形で、今の短大に財政的な支援もしておるところでございます。そ

ういう中で私どもも来年の開校を待ち望んでいたわけでございます。

そのような状況の中で、２日の日にあの決定が下された直後、穂積市長からもその点、

連絡がありました。県としても、この撤回要請について全面的に支持をすると。 また、

私どもとしては、県の問題ではございませんが、今、これまでの経緯もございます。そう

いうことで様々な形での情報を取りながら、善後策を、政治レベルでもいろいろな形でこ

れまで行ってきたところであります。その結果、先程の大臣の記者会見等を見ております

が、私は明日、関係する３大学が合同で今回の大臣の決定といいますか方針についての撤

回申し入れをするということでございまして、これについてはちょうど私も大村知事がま

いるということですが、明日私どもの方は議会が開会日でございまして、三役の対応がで

きません。ということで、県の意志を伝える目的からも、学術国際局長を同行させます。

いずれにいたしましても、これは一義的に現在の方針を撤回してもらうということが、

これが一番の我々としては何といいますか申し入れたいことでございます。先程のそのい

ろいろとニュース、報道を見ておりますが、現在の方針は撤回せず、大臣からですね、し

かし早急にその新しい審議会のあり方、メンバーも含めて見直しをして、そして基準につ

いても新基準を作り、それにもう一回３大学について、それに再諮問して、その結果を尊

重するという話でございます。
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しかしこれは、例えば今週中に全部でかすだとかね、まだいいでしょう。果たしてです

ね、この今後様々な形での大学の新設について、それを認めるかどうかの新基準をですね、

そう簡単に一晩でできるものかなと、あるいはメンバーもそんなに一瞬でできるものかな

と、いつ頃までということが全く言われておりません。そしてまた、新基準で改めてとい

うことであります。自動的にこの３大学を救済するという話ではないという、そういうニ

ュアンスの会見内容でもございました。とすれば、受験生は、皆さん方もそうだと思いま

す。もうすぐ、もうわずかすぐ先に受験がかかっております。一日一日が受験生にとって

は勝負であります。果たして、それ（大学の設置）がわからない状況で、その勉強に身が

入るのかというと、受験生のことを思えば、私はそういうものではなかろうと。そうしま

すと、やはり確実な形で受験生が相当、場合によっては他大学の志望に今、変えざるを得

ない。今変えても遅いくらいです。それがまた、例えばいつかの時点で認可になりました

といっても、そう簡単にまた元へ戻れるものではないわけであります。ですから、いくら

新基準でといっても、やはりこれははっきりとした期日でも明示されない限り、納得はい

かないものでありまして、現在の方針をとにかく撤回してもらうということが筋であろう

と思います。

政治において、やはり一定の衝撃的な形での政治決着によって物事を進める、あるいは

改革が必要だということはあり得ることでございます。しかし、全くこれは場面が違うと

ころで、そういう手法を持ち出したものでございます。これまでの基準で、基準どおりに

指導を受けて、文科省の指示どおりにしたものについて、今、大臣がいくら大学の問題で、

今後、大学についての問題が一般論としてあるということであっても、今の基準で申請を

受け付けたものについて、これを新しい基準で、一回、答申してからですね、新しい基準

でやり直すということは、これは極めておかしなことであります。

また、大臣の面子を保つために、一旦、この今の方針は撤回せず、新しいものでやり直

して、これで３つを、たまたま認可ということになったとしても、これはですね逆に言う

と税金の無駄使いです。これは面子を保つために単なる事務手続を二重にやるということ

で、これは何も意味のないことであります。ですから、明日の何といいますか文科省との

やり取りも、大臣は直接お会いはしないような、先程何といいますか報道でありました。

局長、あるいは政務三役のというようなニュアンスでございます。そうしますと、明日、

撤回するかしないかということは今の文科省の方からは推して知るべしで、現在の方針で

は撤回ができないと、新しい基準でやりますので再申請してください、こんなことをやっ

てて、いつ、それがですね、またもし今回のもので再申請してですね、確かに今までのも

のはいろんなデータあるでしょうけれども、またこれをね、一日か二日でねオーケー出す、

これもね論理的におかしなことになるんですよね。ですから、こういう手法は、まず我々

としては承伏できないということで、市の方針について、今後とも全面的にバックアップ

をしてまいりたいと思います。

またあの、２日の日に官房長官がこの件について総理にも報告してあると。今日の記者

会見でも、田中大臣の方から、総理もこの件については了解している旨のそのようなニュ

アンスの会見内容でございました。しかし、藤村官房長官は、それは文科省の問題だとい

うことでありますが、やはりこういうものについて極めて軽々しく扱うということは、内

閣全体の問題として、私は非常に由々しき問題であろうと思います。少なくても国民一人
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一人の様々な毎日の日々の生活もございます。子供方一人一人の夢もございます。こうい

うものをですね、そう軽々に権力がもてあそんでいいものではないわけであります。厳重

に抗議したいと思います。

以上でございます。

--------------------------------------------------------------------------------
（幹事社）:
各社さんから質問があれば、挙手してお願いします。

--------------------------------------------------------------------------------
（記 者）:
すいません、先程、市の方針を全面的にバックアップするということでしたが、何かそ

の今の段階で具体的なその支援の方法とかというのは、知事の頭の中にはあるんでしょう

か。

--------------------------------------------------------------------------------
（知 事）:
少なくても今ここで抗議を申し入れました。ということで、まず明日、高橋（学術国際）

局長が県の意向としてもということで、随行ではございますが、県としても遺憾であると

いう、その態度を表明するため、高橋学術国際局長を同行させます。

また、先程お話しましたとおり、これは単に個別の問題というよりも、やはり許認可、

あるいは行政執行に対する現内閣の政府の、どちらかというと何といいますか、非常に大

きな思い違いもございます。 当然こういう問題については、やはり政治の場でも様々な

形で抗議をすべきということで、国会関係者にもこの旨私からも伝えておるところもござ

います。

--------------------------------------------------------------------------------
（記 者）:
国会関係者では、その県選出の議員ということでよろしいでしょうか。

--------------------------------------------------------------------------------
（知 事）:
まあ県選出のみならず。

--------------------------------------------------------------------------------
（記 者）:
ありがとうございます。

--------------------------------------------------------------------------------
（幹事社）:
ほかにありませんか。

--------------------------------------------------------------------------------
（記 者）:
今おっしゃっていた随行という形ではあるとおっしゃっていましたが、何か紙とかの形

で渡したりするんでしょうか、それとも言葉で。

--------------------------------------------------------------------------------
（知 事）:
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いや、あの、いずれ局長か副大臣とかといえば、局長はおいでになるでしょうから、坂

東（高等教育）局長であります。秋田の事情も十分おわかりの方でございます。そういう

ことで、どのぐらいの時間があるのかわかりませんけども、県としても極めて遺憾な決定

であって、撤回すべきということは、何らかの形で意思表示をさせたいと思っています。

またたぶん、この後の市町村との、首長との会議の中でもこの話題が出てくるのではな

かろうかと思います。これは県だけの問題ではなくて、それぞれの秋田（県内）の、秋田

市も含めて、２５市町村からも非常に子供方がですね受験生というものはかなりいるはず

でございます。そうしますと、それぞれの市町村の首長さんにとっても、自分のまちの子

供の進路に関することでございますので、極めてやはりいろんな面で心配なさっていると

いう形であります。そういう中で、この後の議題にも上るのではなかろうかと思います。

これはあの、私の方からというよりも、そういうことであります。

またあの、具体的に言いますとですね、２６年の国民文化祭、ああいう問題にもですね、

そういうことについても非常に我々一つの四年制の大学になった時点においての様々な役

割を担っていただくという、そういう構想も進めていた矢先でございますので、これがど

うなるかによって様々な、我々としてもですね、県の文化政策そのものにも影響してきま

す。

--------------------------------------------------------------------------------
（記 者）:
ありがとうございます。

--------------------------------------------------------------------------------
（幹事社）:
ほかにありませんか。

--------------------------------------------------------------------------------
（記 者）:
先程知事のお言葉の中で、現政府のその許認可に、行政執行に対する大きな思い違いが

あるというご発言がありましたけれども、それは政治主導のはき違えという意味でおっし

ゃっているんでしょうか。

--------------------------------------------------------------------------------
（知 事）:
本来、政治主導というものはあってしかるべきですけれども、しかし、これは非常に現

内閣で目立つんですけども、いわゆる閣内不一致、あるいは少なくても政権が変わった場

合はですね、例えば前の政権というか、完全に政権が交替になる前に選んだ、あるいはそ

ういうところについての批判はあってもいいでしょうけども、少なくても前の文部科学大

臣が受理した事案であります。しかも、そのいわゆる民主党政権の中での審議委員の選定

をしておるわけでございます。そういうもので、大臣が変わったからとなりますと、我々

他の問題も、それ申請したときの大臣と決定するときの大臣が違って、それが全く方針が

覆るとなるとですね、我々はその信頼性が出てこないんですよね、何申請するにしても。

これはですね、少なくても、我々としても政治の全くその政権交代があって、政治ががら

っと変わった場合は、そういうことは、これはあるでしょうけども、同じ政権の中で、同

じ政党が与党の中で、こういうことは私は聞いたこともないしですね、すべきじゃないと。
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これは全く政府に対してですね、何を信頼してものをやればいいのかという不信感につな

がるということであります。それを放置している、少なくても総理も、これは責任を免れ

ないことであります。

--------------------------------------------------------------------------------
（幹事社）:
ほかにありませんか。

--------------------------------------------------------------------------------
（記 者）:
審議会を新たに作って、改めて判断とのことですが、知事としてはいつぐらいまでに方

針判断をしてもらわないと困るというふうなお考えですか。

--------------------------------------------------------------------------------
（知 事）:
あのですね、もう募集要綱できてね、今、大体どこの大学でも募集始まってるんですよ

ね。すると、現実の問題とすると、ちょっとお伺いしましたけども、来週から募集する予

定だったんですね。当然、大体先週頃に答申が出るだろうと。だから、たぶんあの２日の

日に答申出れば、文書的には今週あたり認可書が届くと。それをもって来週から募集と。

来週から募集するのがスケジュールになってるんですよ。これまさかね、だって１月に募

集したって、もうセンター試験もすぐやるでしょうし、ほかの大学もドンドン、私立も含

めて今は早くなっていますから、これね、そんな悠長にね、できるだけって言ったって、

物理的にね審議会の委員を全部差し替えるって言ったって、これその人たちだってこうい

う状況で引き受ける人がいるのかなと、恐くて。して、その手続でしょう。これがその新

しい要綱が一晩で作るなんていったら、それもそれは杜撰と言いますよね。だから、簡単

に作って、まあだからさっき言ったとおり、パタパタっとやってね、それで格好だけつけ

て認可したと、これはそれだったら何も意味ないですよね。大臣の面子だけ保つという、

まさにさっき言ったとおり、税金の無駄使いですよ。ですからね、現実の問題として、い

つまでっていうこと示してもらわないとですね、市だって困るわけですよね。ですから、

一旦、１２日からの募集はストップかけるでしょうね。そういう形ですからね、もう、あ

とは期限が迫っているわけですよね。これが今年の５月、６月の話だったらまだいいんで

すけどもね、これはやっぱりですね、今のそのいくらもう一回って言ってもね、こういう

大事なことを全部やり直してもう一回やるのが二日後に出てきたなんていったら、それ意

味ないでしょう。ですから、やっぱり今のところは撤回の方針をやっぱり、このままの方

針で、それで３つの大学がね当事者が今、協議をしていると思います。それに対してどう

いう答えを出すのか。ただ、私は常識的に考えて、もう、はいそうですかと言えますかね。

出たのが来年だったらどうしますか。あるいは、もう始まっていますからね、もう時間的

余裕は全くないと見ていいと思います。

--------------------------------------------------------------------------------
（記 者）:
もう一点、知事、一般論として、その大学のあり方ということで、田中大臣がおっしゃ

っていることについては、どのようにお考えですか。

--------------------------------------------------------------------------------
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（知 事）:
一般論としては、私は確かに大学が、数が多いから少ないからというわけじゃないんで

すけども、やはり日本の大学のあり方については、様々な問題はあろうかと思います。た

だ、ご承知のとおり秋田県の場合は、それこそ最もそういう意味では模範的な（国際）教

養大学がございます。そして、就職率が非常にいい理系の大学として県立大学ございます。

そういう意味ではですね、そういう秋田公立美術大学も、近場のそういう真剣な大学運営

のあり方も、十分近場で見ながら相当真剣な議論をしてきたわけでありますので、私は少

なくても個別の案件として見ても、公立の美術大学として非常にユニークで、今後、地域

の振興にも役立つ大学と評価しています。ただ、全般論としては、私はかなり大学の問題

はありますので、ただ、これはね、今まで認可したところをね、もうちょっとね、だから

ね、逆なんですよね。今まで認可したところをもうちょっとピリッと見るべきなんですよ

ね。そういう問題もありますので、今の３大学はですね、そんなに、むしろかなりシビア

に見てきたという、そういうことは言えるんじゃないかと思います、審議会もね。うん。

--------------------------------------------------------------------------------
（記 者）:
ありがとうございます。

--------------------------------------------------------------------------------
（記 者）:
すいません、最後に質問させていただきます。

これからの受験生だけでなく、今、短大にいる方も四年制になることを見越して入学し

た方がたくさんいらっしゃいます。編入できなくなったということも今後あり得る展開だ

と思いますが、このあたりそういったケアだとか、どういう影響が出るかお聞かせくださ

い。

--------------------------------------------------------------------------------
（知 事）:
あの、やはりですね、これ一生の問題ですからね、その分、例えば、もしかしたら１年

遅れだかもしれないと、それ留年扱いでしょう。留年しますと、それ経済的負担も出てく

るんですよね。そういう経済的負担がかなり出てくる問題、あとはですね、やはりあの、

皆さん方も受験した、かなり昔であと忘れちゃったかもしれない、私ももう忘れたんだけ

ど、最近、ここ十五、六年前に大学出た人はわかると思いますけど、一生懸命勉強してい

るときね、腰を折られるとね、精神的に非常に受験生というのはナイーブになっています

からね、腰を折られるとね、非常に別の意味でですねマイナスの影響出てくるんですよね。

やっぱりね、これね、この３大学に入ろうとして勉強してきた方についてはね、非常にね

人生の中で、これから進路をね、どうするどうすると思っても、進路を変えるというのは、

大学というのは、なかなか大変なんですね、これね、進路を変えるというのは。一般大学

だとね、センター試験なんかの場合は同じですから、センター試験の場合は同じだからい

いんですよね。この３つともね、やや違うパターンでしょう。やや専門的な。ですからね、

受験内容がセンター試験のような網羅的なものでないんですよね。ですから、やはりここ

はね、非常に特にほかのセンター試験を受けるのとは違うパターンで考えなきゃならない

と思いますね。
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--------------------------------------------------------------------------------
（記 者）:
ありがとうございました。

--------------------------------------------------------------------------------
（幹事社）:
時間になりましたので、これで終わらせていただきます。

ありがとうございました。


